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介護予防・日常生活支援総合事業に係る大村市条例と指定要領対応表 

 

 大村市条例…大村市介護予防・日常生活支援総合事業に係る事業者の指定に関する基準等を定める条例 

       （平成２７年３月２３日条例第６号） 

 指 定 要 領…大村市指定訪問サービス及び指定通所サービスの基準等に関する要領 

       （平成３０年３月３０日福祉保健部長決裁） 

令和３年４月２２日現在 

大村市条例 指定要領 

 第１章 総則 

第１条・第２条 略 

 第２章 実施事業 

第３条 略 

（指定第１号事業の一般原則） 

第３条の２ 略 

２ 略 

３ 指定第１号事業者は、利用者の人権の擁護、

虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行う

とともに、その従業者に対し、研修を実施する

等の措置を講じなければならない。 

 
４ 指定第１号事業者は、指定訪問サービス等を

提供するに当たっては、法第１１８条の２第１

項に規定する介護保険等関連情報その他必要な

情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めな

ければならない。 

 第３章 生きがい対応型訪問サービスの人員、

設備及び運営に関する基準 

第４条～第２３条 略 

第１・第２ 略 

第３ 指定訪問サービス 

１・２ 略 

３ 運営に関する基準 

(1) 介護保険等関連情報の活用とＰＤＣＡサイク

ルの推進について 

指定訪問サービスの提供に当たっては、介護保

険法（平成９年法律第１２３号）第１１８条の２

第１項に規定する介護保険等関連情報等を活用

し、事業所単位でＰＤＣＡサイクルを構築・推進

することにより、提供するサービスの質の向上に

努めなければならないこととしたものである。 

この場合において、「科学的介護情報システム

（ＬＩＦＥ：Long-term care Information system 

For Evidence）」に情報を提出し、当該情報及び

フィードバック情報を活用することが望ましい。 

 

 

 

 

(1)の２ 略 

(2)～(15) 略 

 

（運営規程）  

第２４条 生きがい対応型訪問サービス事業者

は、生きがい対応型訪問サービス事業所ごとに、

次に掲げる事業の運営についての重要事項に関

する規程を定めておかなければならない。 

(1)～(6) 略 

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(8) 略 

 
 

 

 

 

 

 

 

(16) 運営規程 

条例第２４条は、指定訪問サービスの事業の適正

な運営及び利用者に対する適切な指定訪問サービ

スの提供を確保するため、同条第１号から第８号ま

でに掲げる事項を内容とする規程を定めることを

指定訪問サービス事業所ごとに義務づけたもので

あるが、特に次の点に留意するものとする。なお、

同一事業者が同一敷地内にある事業所において、複

数のサービス種類について事業者指定を受け、それ

らの事業を一体的に行う場合においては、運営規程

を一体的に作成することも差し支えない（この点に

ついては他のサービス種類についても同様とす

る。）。 

① 従業者の職種、員数及び職務の内容（第２号） 

従業者の「員数」は日々変わりうるものである

ため、業務負担軽減等の観点から、規程を定める

に当たっては、条例第４条において置くべきとさ

れている員数を満たす範囲において、「○人以上」

と記載することも差し支えない（条例第７条）に

規定する重要事項を記した文書に記載する場合

についても、同様とする。）（以下、他のサービス

※第３条の２第３項≪経過措置≫ 

令和６年３月３１日までの間、 

「講じなければ」→「講ずるよう努めなければ」 

※第２４条≪経過措置≫ 

令和６年３月３１日までの間①② 

①「、次に」→「、虐待の防止のための措置に関する事

項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」 

②「重要事項」→「重要事項（虐待の防止のための措置

に関する事項を除く。）」 
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第２５条 略 

種類についても同趣旨。）。 

②～④ 略 

⑤ 虐待の防止のための措置に関する事項（第７

号） 

(25)の２の虐待の防止に係る、組織内の体制（責

任者の選定、従業者への研修方法や研修計画等）

や虐待又は虐待が疑われる事案（以下「虐待等」

という。）が発生した場合の対応方法等を指す内

容であること（以下、他のサービス種類について

も同趣旨。）。 

(17) 略 

（勤務体制の確保等） 

第２６条 略 

２・３ 略 

４ 生きがい対応型訪問サービス事業者は、適切

な生きがい対応型訪問サービスの提供を確保す

る観点から、職場において行われる性的な言動

又は優越的な関係を背景とした言動であって業

務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪

問介護員等の就業環境が害されることを防止す

るための方針の明確化等の必要な措置を講じな

ければならない。 

(18) 勤務体制の確保等 

条例第２６条は、利用者に対する適切な指定訪問サ

ービスの提供を確保するため、職員の勤務体制等に

ついて規定したものであるが、次の点に留意する必

要がある。 

①～③ 略 

④ 同条第４項は、雇用の分野における男女の均等

な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和４７

年法律第１１３号）第１１条第１項及び労働施策

の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び

職業生活の充実等に関する法律（昭和４１年法律

第１３２号）第３０条の２第１項の規定に基づ

き、事業主には、職場におけるセクシュアルハラ

スメントやパワーハラスメント（以下「職場にお

けるハラスメント」という。）の防止のための雇

用管理上の措置を講じることが義務づけられて

いることを踏まえ、規定したものである。事業主

が講ずべき措置の具体的内容及び事業主が講じ

ることが望ましい取組については、次のとおりと

する。なお、セクシュアルハラスメントについて

は、上司や同僚に限らず、利用者やその家族等か

ら受けるものも含まれることに留意すること。 

ア 事業主が講ずべき措置の具体的内容 

事業主が講ずべき措置の具体的な内容は、事

業主が職場における性的な言動に起因する問

題に関して雇用管理上講ずべき措置等につい

ての指針（平成 18 年厚生労働省告示第 615 

号）及び事業主が職場における優越的な関係を

背景とした言動に起因する問題に関して雇用

管理上講ずべき措置等についての指針（令和２

年厚生労働省告示第５号。以下「パワーハラス

メント指針」という。））において規定されてい

るとおりであるが、特に留意されたい内容は以

下のとおりである。 

(ｱ) 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓

発 

職場におけるハラスメントの内容及び職

場におけるハラスメントを行ってはならな

い旨の方針を明確化し、従業者に周知・啓発

すること。 

(ｲ) 相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、
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適切に対応するために必要な体制の整備 

相談に対応する担当者をあらかじめ定め

ること等により、相談への対応のための窓口

をあらかじめ定め、労働者に周知すること。 

なお、パワーハラスメント防止のための事

業主の方針の明確化等の措置義務について

は、女性の職業生活における活躍の推進に関

する法律等の一部を改正する法律（令和元年

法律第２４号）附則第３条の規定により読み

替えられた労働施策の総合的な推進並びに

労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等

に関する法律第３０条の２第１項の規定に

より、中小企業（医療・介護を含むサービス

業を主たる事業とする事業主については資

本金が５０００万円以下又は常時使用する

従業員の数が１００人以下の企業）は、令和

４年４月１日から義務化となり、それまでの

間は努力義務とされているが、適切な勤務体

制の確保等の観点から、必要な措置を講じる

よう努められたい。 

イ 事業主が講じることが望ましい取組につい

て 

パワーハラスメント指針においては、顧客等

からの著しい迷惑行為（カスタマーハラスメン

ト）の防止のために、事業主が雇用管理上の配

慮として行うことが望ましい取組の例として、

①相談に応じ、適切に対応するために必要な体

制の整備、②被害者への配慮のための取組（メ

ンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対し

て１人で対応させない等）及び③被害防止のた

めの取組（マニュアル作成や研修の実施等、業

種・業態等の状況に応じた取組）が規定されて

いる。介護現場では特に、利用者又はその家族

等からのカスタマーハラスメントの防止が求

められていることから、ア（事業主が講ずべき

措置の具体的内容）の必要な措置を講じるにあ

たっては、「介護現場におけるハラスメント対

策マニュアル」、「（管理職・職員向け）研修の

ための手引き」等を参考にした取組を行うこと

が望ましい。この際、上記マニュアルや手引き

については、以下の厚生労働省ホームページに

掲載しているので参考にされたい。 

（ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.ht

ml） 

加えて、都道府県において、地域医療介護総

合確保基金を活用した介護職員に対する悩み

相談窓口設置事業や介護事業所におけるハラ

スメント対策推進事業を実施している場合、事

業主が行う各種研修の費用等について助成等

を行っていることから、事業主はこれらの活用

も含め、介護事業所におけるハラスメント対策

を推進することが望ましい。 
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（業務継続計画の策定等） 

第２６条の２ 生きがい対応型訪問サービス事業

者は、感染症や非常災害の発生時において、利

用者に対する生きがい対応型訪問サービスの提

供を継続的に実施するための、及び非常時の体

制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業

務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続

計画に従い必要な措置を講じなければならな

い。 

２ 生きがい対応型訪問サービス事業者は、訪問

介護員等に対し、業務継続計画について周知す

るとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実

施しなければならない。 

３ 生きがい対応型訪問サービス事業者は、定期

的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じ

て業務継続計画の変更を行うものとする。 

(18)の２ 業務継続計画の策定等 

① 条例第２６条の２は、指定訪問サービス事業者

は、感染症や災害が発生した場合にあっても、利

用者が継続して指定訪問サービスの提供を受け

られるよう、指定訪問サービスの提供を継続的に

実施するための、及び非常時の体制で早期の業務

再開を図るための計画（以下「業務継続計画」と

いう。）を策定するとともに、当該業務継続計画

に従い、従業者（登録訪問介護員等も含む）に対

して、必要な研修及び訓練（シミュレーション）

を実施しなければならないこととしたものであ

る。なお、業務継続計画の策定、研修及び訓練の

実施については、他のサービス事業者との連携等

により行うことも差し支えない。また、感染症や

災害が発生した場合には、従業者が連携し取り組

むことが求められることから、研修及び訓練の実

施にあたっては、全ての従業者が参加できるよう

にすることが望ましい。 

なお、業務継続計画の策定等に係る義務づけの

適応に当たっては、３年間の経過措置を設けてお

り、令和６年３月３１日までの間は、努力義務と

されている。 

② 業務継続計画には、以下の項目等を記載するこ

と。なお、各項目の記載内容については、「介護

施設・事業所における新型コロナウイルス感染症

発生時の業務継続ガイドライン」及び「介護施

設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガ

イドライン」を参照されたい。また、想定される

災害等は地域によって異なるものであることか

ら、項目については実態に応じて設定すること。

なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に

策定することを妨げるものではない。 

ア 感染症に係る業務継続計画 

(ｱ) 平時からの備え（体制構築・整備、感染

症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保

等） 

(ｲ) 初動対応 

(ｳ) 感染拡大防止体制の確立（保健所との連

携、濃厚接触者への対応、関係者との情報

共有等） 

イ 災害に係る業務継続計画 

(ｱ) 平常時の対応（建物・設備の安全対策、

電気・水道等のライフラインが停止した場合

の対策、必要品の備蓄等） 

(ｲ) 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、

対応体制等） 

(ｳ) 他施設及び地域との連携 

③ 研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続

計画の具体的内容を職員間に共有するとともに、

平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる

理解の励行を行うものとする。 

職員教育を組織的に浸透させていくために、定

※第２６条の２≪経過措置≫ 

令和６年３月３１日までの間①②③ 

①「講じなければ」→「講ずるよう努めなければ」 

②「実施しなければ」→「実施するよう努めなければ」 

③「行うものとする」→「行うよう努めるものとする」 
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期的（年１回以上）な教育を実施するとともに、

新規採用時には別に研修を実施することが望ま

しい。また、研修の実施内容についても記録する

こと。なお、感染症の業務継続計画に係る研修に

ついては、感染症の予防及びまん延の防止のため

の研修と一体的に実施することも差し支えない。 

④ 訓練（シミュレーション）においては、感染症

や災害が発生した場合において迅速に行動でき

るよう、業務継続計画に基づき、事業所内の役割

分担の確認、感染症や災害が発生した場合に実践

するケアの演習等を定期的（年１回以上）に実施

するものとする。なお、感染症の業務継続計画に

係る訓練については、感染症の予防及びまん延の

防止のための訓練と一体的に実施することも差

し支えない。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わ

ないものの、机上及び実地で実施するものを適切

に組み合わせながら実施することが適切である。 

（衛生管理等） 

第２７条 略 

２ 略 

３ 生きがい対応型訪問サービス事業者は、当該

生きがい対応型訪問サービス事業所において感

染症が発生し、又はまん延しないように、次に

掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 当該生きがい対応型訪問サービス事業所に

おける感染症の予防及びまん延の防止のため

の対策を検討する委員会（テレビ電話装置その

他の情報通信機器（以下「テレビ電話装置等」

という。）を活用して行うことができるものと

する。）をおおむね６月に１回以上開催すると

ともに、その結果について、訪問介護員等に周

知徹底を図ること。 

(2) 当該生きがい対応型訪問サービス事業所に

おける感染症の予防及びまん延の防止のため

の指針を整備すること。 

(3) 当該生きがい対応型訪問サービス事業所に

おいて、訪問介護員等に対し、感染症の予防及

びまん延の防止のための研修及び訓練を定期

的に実施すること。 

(19) 衛生管理等 

① 条例第２７条第１項及び第２項は、指定訪問サ

ービス事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び

健康状態の管理並びに指定訪問サービス事業所

の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるべき

ことを規定したものである。特に、指定訪問サー

ビス事業者は、訪問介護員等が感染源となること

を予防し、また訪問介護員等を感染の危険から守

るため、使い捨ての手袋等感染を予防するための

備品等を備えるなど対策を講じる必要がある。 

② 同条第２７条第３項に規定する感染症が発生

し、又はまん延しないように講ずるべき措置につ

いては、具体的には次のアからウまでの取扱いと

すること。各事項について、同条に基づき事業所

に実施が求められるものであるが、他のサービス

事業者との連携等により行うことも差し支えな

い。 

なお、感染症の予防及びまん延の防止のための

措置に係る義務付けの適用に当たっては、３年間

の経過措置を設けており、令和６年３月３１日ま

での間は、努力義務とされている。 

ア 感染症の予防及びまん延の防止のための対

策を検討する委員会 

当該事業所における感染症の予防及びまん

延の防止のための対策を検討する委員会（以下

「感染対策委員会」という。）であり、感染対

策の知識を有する者を含む、幅広い職種により

構成することが望ましく、特に、感染症対策の

知識を有する者については外部の者も含め積

極的に参画を得ることが望ましい。構成メンバ

ーの責任及び役割分担を明確にするとともに、

専任の感染対策を担当する者（以下「感染対策

担当者」という。）を決めておくことが必要で

ある。感染対策委員会は、利用者の状況など事

※第２７条≪経過措置≫ 

令和６年３月３１日までの間、 

「講じなければ」→「講ずるよう努めなければ」 
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業所の状況に応じ、おおむね６月に１回以上、

定期的に開催するとともに、感染症が流行する

時期等を勘案して必要に応じ随時開催する必

要がある。 

感染対策委員会は、テレビ電話装置等（リア

ルタイムでの画像を介したコミュニケーショ

ンが可能な機器をいう）を活用して行うことが

できるものとする。この際、個人情報保護委員

会・厚生労働省「医療・介護関係事業者におけ

る個人情報の適切な取扱いのためのガイダン

ス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管

理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

なお、感染対策委員会は、他の会議体を設置

している場合、これと一体的に設置・運営する

こととして差し支えない。また、事業所に実施

が求められるものであるが、他のサービス事業

者との連携等により行うことも差し支えない。 

イ 感染症の予防及びまん延の防止のための指

針 

当該事業所における「感染症の予防及びまん

延の防止のための指針」には、平常時の対策及

び発生時の対応を規定する。 

平常時の対策としては、事業所内の衛生管理

（環境の整備等）、ケアにかかる感染対策（手

洗い、標準的な予防策）等、発生時の対応とし

ては、発生状況の把握、感染拡大の防止、医療

機関や保健所、市における事業所関係課等の関

係機関との連携、行政等への報告等が想定され

る。また、発生時における事業所内の連絡体制

や上記の関係機関への連絡体制を整備し、明記

しておくことも必要である。 

なお、それぞれの項目の記載内容の例につい

ては、「介護現場における感染対策の手引き」

を参照されたい。 

ウ 感染症の予防及びまん延の防止のための研

修及び訓練 

従業者に対する「感染症の予防及びまん延の

防止のための研修」の内容は、感染対策の基礎

的内容等の適切な知識を普及・啓発するととも

に、当該事業所における指針に基づいた衛生管

理の徹底や衛生的なケアの励行を行うものと

する。 

職員教育を組織的に浸透させていくために

は、当該事業所が定期的な教育（年１回以上）

を実施するとともに、新規採用時には感染対策

研修を実施することが望ましい。また、研修の

実施内容についても記録することが必要であ

る。 

なお、研修の実施は、厚生労働省「介護施設・

事業所の職員向け感染症対策力向上のための

研修教材」等を活用するなど、事業所内で行う

ものでも差し支えなく、当該事業所の実態に応
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じ行うこと。また、平時から、実際に感染症が

発生した場合を想定し、発生時の対応につい

て、訓練（シミュレーション）を定期的（年１

回以上）に行うことが必要である。訓練におい

ては、感染症発生時において迅速に行動できる

よう、発生時の対応を定めた指針及び研修内容

に基づき、事業所内の役割分担の確認や、感染

対策をした上でのケアの演習などを実施する

ものとする。 

なお、訓練の実施は、机上を含めてその実施

手法は問わないものの、机上及び実地で実施す

るものを適切に組み合わせながら実施するこ

とが適切である。 

（掲示） 

第２８条 略 

２ 生きがい対応型訪問サービス事業者は、前項

に規定する事項を記載した書面を当該生きがい

対応型訪問サービス事業所に備え付け、かつ、

これをいつでも関係者に自由に閲覧させること

により、同項の規定による掲示に代えることが

できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２９条～第３２条 略 

(19)の２ 掲示 

① 条例２８条第１項は、訪問型サービス事業者

は、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、事故

発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービ

スの第三者評価の実施状況（実施の有無、実施し

た直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価

結果の開示状況）等の利用申込者のサービスの選

択に資すると認められる重要事項を事業所の見

やすい場所に掲示することを規定したものであ

るが、次に掲げる点に留意する必要がある。 

ア・イ 略 

② 同条第２項は、重要事項を記載したファイル等

を介護サービスの利用申込者、利用者又はその家

族等が自由に閲覧可能な形で当該事業所内に備

え付けることで同条第１項の掲示に代えること

ができることを規定したものである。 

（地域との連携等） 

第３３条 略 

２ 生きがい対応型訪問サービス事業者は、生きが

い対応型訪問サービス事業所の所在する建物と

同一の建物に居住する利用者に対して生きがい

対応型訪問サービスを提供する場合には、当該

建物に居住する利用者以外の者に対しても生き

がい対応型訪問サービスの提供を行うよう努め

なければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(24) 地域との連携等 

① 条例第３３条第１項は、介護相談員を派遣する

事業を積極的に受け入れる等、市町村との密接な

連携に努めることを規定したものである。 

なお「市町村が実施する事業」には、介護相談

員派遣事業のほか、広く市町村が老人クラブ、婦

人会その他の非営利団体や住民の協力を得て行

う事業が含まれるものである。 

② 高齢者向け集合住宅等における適正なサービ

ス提供 

条例第３３条第２項は、高齢者向け集合住宅等

と同一の建物に所在する指定訪問サービス事業

所が当該高齢者向け集合住宅等に居住する要支

援者等にサービスを提供する場合、当該高齢者向

け集合住宅等に居住する要支援者等のみを対象

としたサービス提供が行われないよう、介護保険

法施行規則等の一部を改正する省令（平成２７年

厚生労働省令第４号）による改定前の旧基準省令

第９条の正当な理由に相当する理由がある場合

を除き、地域包括ケア推進の観点から地域の要支

援者等にもサービス提供を行うよう努めなけれ

ばならないことを定めたものである。 
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第３４条 略 

なお、こうした趣旨を踏まえ、地域の実情に応

じて、市が指定の基準等を定める場合において、

例えば、当該事業所の利用者のうち、一定割合以

上を当該集合住宅以外の利用者とするよう努め

る、あるいはしなければならない等の規定を設け

ることは差し支えないものである。この際、自立

支援や重度化防止等につながるようなサービス

提供がなされているか等、サービスの質が担保さ

れているかが重要であることに留意すること。 

(25) 略 

（虐待の防止） 

第３４条の２ 生きがい対応型訪問サービス事業

者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、

次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 当該生きがい対応型訪問サービス事業所に

おける虐待の防止のための対策を検討する委員

会（テレビ電話装置等を活用して行うことがで

きるものとする。）を定期的に開催するととも

に、その結果について、訪問介護員等に周知徹

底を図ること。 

(2) 当該生きがい対応型訪問サービス事業所に

おける虐待の防止のための指針を整備するこ

と。 

(3) 当該生きがい対応型訪問サービス事業所に

おいて、訪問介護員等に対し、虐待の防止のた

めの研修を定期的に実施すること。 

(4) 前３号に掲げる措置を適切に実施するため

の担当者を置くこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(25)の２ 虐待の防止 

条例第３４条の２は、虐待の防止に関して規定し

たものである。虐待は、介護保険法の目的の一つで

ある高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に

深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、指定訪問

サービス事業者は虐待の防止のために必要な措置

を講じなければならない。虐待を未然に防止するた

めの対策及び発生した場合の対応等については、

「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援

等に関する法律」（平成１７年法律第１２４号。以

下「高齢者虐待防止法」という。）に規定されてい

るところであり、その実効性を高め、利用者の尊厳

の保持・人格の尊重が達成されるよう、次に掲げる

観点から事業所における虐待の防止に関する措置

を講じるものとする。 

・虐待の未然防止 

指定訪問サービス事業者は高齢者の尊厳保

持・人格尊重に対する配慮を常に心がけながら

サービス提供にあたる必要があり、研修等を通

じて、従業者にそれらに関する理解を促す必要

がある。同様に、従業者が高齢者虐待防止法等

に規定する養介護事業の従業者としての責

務・適切な対応等を正しく理解していることも

重要である。 

・虐待等の早期発見 

指定訪問サービス事業所の従業者は、虐待等又

はセルフ・ネグレクト等の虐待に準ずる事案を

発見しやすい立場にあることから、虐待等を早

期に発見できるよう、必要な措置（虐待等に対

する相談体制、市の通報窓口の周知等）が取ら

れていることが望ましい。また、利用者及びそ

の家族からの虐待等に係る相談、利用者から市

への虐待の届出について、適切な対応をするこ

と。 

・虐待等への迅速かつ適切な対応 

虐待が発生した場合には、速やかに市の窓口に

通報される必要があり、指定訪問サービス事業

者は当該通報の手続が迅速かつ適切に行われ、

市等が行う虐待等に対する調査等に協力する

よう努めることとする。 

以上の観点を踏まえ、虐待等の防止・早期発見

に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確

※第３４条の２≪経過措置≫ 

令和６年３月３１日までの間、 

「講じなければ」→「講ずるよう努めなければ」 
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実に防止するために次に掲げる事項を実施す

るものとする。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、３

年間の経過措置を設けており、令和６年３月３

１日までの間は、努力義務とされている。 

① 虐待の防止のための対策を検討する委員会（第

１号） 

「虐待の防止のための対策を検討する委員会」

（以下「虐待防止検討委員会」という。）は、虐

待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発

生した場合はその再発を確実に防止するための

対策を検討する委員会であり、管理者を含む幅広

い職種で構成する。構成メンバーの責務及び役割

分担を明確にするとともに、定期的に開催するこ

とが必要である。また、虐待防止の専門家を委員

として積極的に活用することが望ましい。 

一方、虐待等の事案については、虐待等に係る

諸般の事情が、複雑かつ機微なものであることが

想定されるため、その性質上、一概に従業者に共

有されるべき情報であるとは限らず、個別の状況

に応じて慎重に対応することが重要である。 

なお、虐待防止検討委員会は、他の会議体を設

置している場合、これと一体的に設置・運営する

こととして差し支えない。また、事業所に実施が

求められるものであるが、他のサービス事業者と

の連携等により行うことも差し支えない。 

また、虐待防止検討委員会は、テレビ電話装置

等を活用して行うことができるものとする。この

際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介

護関係事業者における個人情報の適切な取扱い

のためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報シ

ステムの安全管理に関するガイドライン」等を遵

守すること。 

虐待防止検討委員会は、具体的には、次のよう

な事項について検討することとする。その際、そ

こで得た結果（事業所における虐待に対する体

制、虐待等の再発防止策等）は、従業者に周知徹

底を図る必要がある。 

ア 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織

に関すること 

イ 虐待の防止のための指針の整備に関するこ

と 

ウ 虐待の防止のための職員研修の内容に関す

ること 

エ 虐待等について、従業者が相談・報告できる

体制整備に関すること 

オ 従業者が高齢者虐待を把握した場合に、市へ

の通報が迅速かつ適切に行われるための方法

に関すること 

カ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分

析から得られる再発の確実な防止策に関する

こと 
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第３５条～第３６条の３ 略 

キ 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果

についての評価に関すること 

② 虐待の防止のための指針(第２号) 

指定訪問サービス事業者が整備する「虐待の防

止のための指針」には、次のような項目を盛り込

むこととする。 

ア 事業所における虐待の防止に関する基本的

考え方 

イ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織

に関する事項 

ウ 虐待の防止のための職員研修に関する基本

方針 

エ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する

基本方針 

オ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関

する事項 

カ 成年後見制度の利用支援に関する事項 

キ 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

ク 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する

事項 

ケ その他虐待の防止の推進のために必要な事

項 

③ 虐待の防止のための従業者に対する研修（第３

号） 

従業者に対する虐待の防止のための研修の内

容としては、虐待等の防止に関する基礎的内容等

の適切な知識を普及・啓発するものであるととも

に、当該指定訪問サービス事業所における指針に

基づき、虐待の防止の徹底を行うものとする。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、

当該指定訪問サービス事業者が指針に基づいた

研修プログラムを作成し、定期的な研修（年１回

以上）を実施するとともに、新規採用時には必ず

虐待の防止のための研修を実施することが重要

である。 

また、研修の実施内容についても記録すること

が必要である。研修の実施は、事業所内での研修

で差し支えない。 

④ 虐待の防止に関する措置を適切に実施するた

めの担当者（第４号） 

指定訪問サービス事業所における虐待を防止

するための体制として、①から③までに掲げる措

置を適切に実施するため、専任の担当者を置くこ

とが必要である。当該担当者としては、虐待防止

検討委員会の責任者と同一の従業者が務めるこ

とが望ましい。 

(26) 略 

 第４章 軽度生活支援員派遣サービスの人員、

設備及び運営に関する基準 

第３７条～第４０条 略 

（準用） 

第４１条 第７条から第２２条まで、第２４条及

 



別添１ 

11 

 

び第２６条から第３６条までの規定は、軽度生

活支援員派遣サービスの事業について準用す

る。この場合において、第７条第１項、第１７

条、第２０条、第２２条、第２６条、第２６条

の２第２項、第２７条第１項及び第３項、第２

８条第１項並びに第３４条の２中「訪問介護員

等」とあるのは「軽度生活支援員」と読み替え

るものとする。 

 第５章 生きがい対応型通所サービスの人員、

設備及び運営に関する基準 

第４２条～第４５条 略 

（運営規程） 

第４６条 生きがい対応型通所サービス事業者は、

生きがい対応型通所サービス事業所ごとに、次

に掲げる事業の運営についての重要事項に関す

る規程を定めておかなければならない。 

 (1)～(9) 略 

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(11) 略 

第４ 指定通所サービス 

１・２ 略 

３ 運営に関する基準 

(1)・(2) 略 

(3) 運営規程 

条例第４６条は、指定通所サービスの事業の適

正な運営及び利用者に対する適切な指定通所サ

ービスの提供を確保するため、同条第１号から第

１１号までに掲げる事項を内容とする規程を定

めることを指定通所サービス事業所ごとに義務

づけたものであるが、特に次の点に留意するもの

とする。 

①～⑤ 略 

 

 

 

 

（勤務体制の確保等） 

第４７条 略 

２ 略 

３ 生きがい対応型通所サービス事業者は、生き

がい対応型通所サービス従業者の資質の向上の

ために、その研修の機会を確保しなければなら

ない。その際、当該生きがい対応型通所サービ

ス事業者は、全ての生きがい対応型通所サービ

ス従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介

護支援専門員、法第８条第２項に規定する政令

で定める者等の資格を有する者その他これに類

する者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎

的な研修を受講させるために必要な措置を講じ

なければならない。 

 
４ 生きがい対応型通所サービス事業者は、適切な

生きがい対応型通所サービスの提供を確保する

観点から、職場において行われる性的な言動又

は優越的な関係を背景とした言動であって業務

上必要かつ相当な範囲を超えたものにより生き

がい対応型通所サービス従業者の就業環境が害

されることを防止するための方針の明確化等の

必要な措置を講じなければならない。 

 

 

(4) 勤務体制の確保等 

条例第４７条は、利用者に対する適切な指定通

所サービスの提供を確保するため、職員の勤務体

制等について規定したものであるが、このほか次

の点に留意するものとする。 

①・② 略 

③ 同条第３項は、指定通所サービス事業者に、介

護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資

格を有さない者について、認知症介護基礎研修を

受講させるために必要な措置を講じることを義

務づけることとしたものであり、これは、介護に

関わる全ての者の認知症対応力を向上させ、認知

症についての理解の下、本人主体の介護を行い、

認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点か

ら実施するものであること。 

当該義務付けの対象とならない者は、各資格の

カリキュラム等において、認知症介護に関する基

礎的な知識及び技術を習得している者とするこ

ととし、具体的には、同条において規定されてい

る看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門

員、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了

者、生活援助従事者研修修了者に加え、介護職員

基礎研修課程又は訪問介護員養成研修一級課

程・二級課程修了者、社会福祉士、医師、歯科医

師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚

士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、あん

摩マッサージ師、はり師、きゅう師等とする。 

※第４７条第３項≪経過措置≫ 

令和６年３月３１日までの間、 

「講じなければ」→「講ずるよう努めなければ」 

※「虐待の防止のための措置に関する事項」につい

ては、第３の３(16)を参照すること。 
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第４８条 略 

また、当該義務付けの適用に当たっては、３年

間の経過措置を設けており、令和６年３月３１日

までの間は、努力義務とされている。指定通所サ

ービス事業者は、令和６年３月３１ 日までに医

療・福祉関係資格を有さない全ての従業者に対し

認知症介護基礎研修を受講させるための必要な

措置を講じなければならない。また、新卒採用、

中途採用を問わず、事業所が新たに採用した従業

者（医療・福祉関係資格を有さない者に限る。）

に対する当該義務付けの適用については、採用後

１年間の猶予期間を設けることとし、採用後１年

を経過するまでに認知症介護基礎研修を受講さ

せることとする（この場合についても、令和６年

３月３１日までは努力義務で差し支えない）。 

④ 同条第４項は、指定訪問サービスと同趣旨であ

るため、第３の３の(18)④を参照されたい。 

(4)の２ 略 

（非常災害対策） 

第４９条 略 

２ 生きがい対応型通所サービス事業者は、前項

に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の

参加が得られるよう連携に努めなければならな

い。 

(5) 非常災害対策 

① 条例第４９条は、指定通所サービス事業者は、

非常災害に際して必要な具体的計画の策定、関係

機関への通報及び連携体制の整備、避難、救出訓

練の実施等の対策の万全を期さなければならな

いこととしたものである。関係機関への通報及び

連携体制の整備とは、火災等の災害時に、地域の

消防機関へ速やかに通報する体制をとるよう従

業員に周知徹底するとともに、日頃から消防団や

地域住民との連携を図り、火災等の際に消火・避

難等に協力してもらえるような体制作りを求め

ることとしたものである。なお「非常災害に関す

る具体的計画」とは、消防法施行規則（昭和３６

年自治省令第６号）第３条に規定する消防計画

（これに準ずる計画を含む。）及び風水害、地震

等の災害に対処するための計画をいう。この場

合、消防計画の策定及びこれに基づく消防業務の

実施は、消防法第８条の規定により防火管理者を

置くこととされている指定通所サービス事業所

にあってはその者に行わせるものとする。また、

防火管理者を置かなくてもよいこととされてい

る指定通所サービス事業所においても、防火管理

について責任者を定め、その者に消防計画に準ず

る計画の樹立等の業務を行わせるものとする。 

② 同条第２項は、指定通所サービス事業者が前項

に規定する避難、救出その他の訓練の実施に当た

って、できるだけ地域住民の参加が得られるよう

努めることとしたものであり、そのためには、日

頃から地域住民との密接な連携体制を確保する

など、訓練の実施に協力を得られる体制づくりに

努めることが必要である。訓練の実施に当たって

は、消防関係者の参加を促し、具体的な指示を仰

ぐなど、より実効性のあるものとすること。 

（衛生管理等） 

第５０条 略 

(6) 衛生管理等 

① 条例第５０条は、指定通所サービス事業所の必
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２ 生きがい対応型通所サービス事業者は、当該

生きがい対応型通所サービス事業所において感

染症が発生し、又はまん延しないように、次に

掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 当該生きがい対応型通所サービス事業所

における感染症の予防及びまん延の防止の

ための対策を検討する委員会（テレビ電話装

置等を活用して行うことができるものとす

る。）をおおむね６月に１回以上開催すると

ともに、その結果について、生きがい対応型

通所サービス従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 当該生きがい対応型通所サービス事業所に

おける感染症の予防及びまん延の防止のた

めの指針を整備すること。 

(3) 当該生きがい対応型通所サービス事業所に

おいて、生きがい対応型通所サービス従業者

に対し、感染症の予防及びまん延の防止のた

めの研修及び訓練を定期的に実施すること。 

要最低限の衛生管理等について規定したもので

あるが、このほか、次の点に留意するものとする。 

ア 指定通所サービス事業者は、食中毒及び感染

症の発生を防止するための措置等について、必

要に応じて保健所の助言、指導を求めるととも

に、常に密接な連携を保つこと。 

イ 特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌

感染症対策、レジオネラ症対策等については、

その発生及びまん延を防止するための措置に

ついて、別途通知等が発出されているので、こ

れに基づき、適切な措置を講じること。 

ウ 空調設備等により施設内の適温の確保に努

めること。 

② 同条第２項に規定する感染症が発生し、又はま

ん延しないように講ずるべき措置については、具

体的には次のアからウまでの取扱いとすること。

各事項について、同項に基づき事業所に実施が求

められるものであるが、他のサービス事業者との

連携等により行うことも差し支えない。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和

３年改正条例附則第４条において、３年間の経過

措置を設けており、令和６年３月３１日までの間

は、努力義務とされている。 

ア 感染症の予防及びまん延の防止のための対

策を検討する委員会 

当該事業所における感染対策委員会であり、

感染対策の知識を有する者を含む、幅広い職種

により構成することが望ましく、特に、感染症

対策の知識を有する者については外部の者も

含め積極的に参画を得ることが望ましい。構成

メンバーの責任及び役割分担を明確にすると

ともに、感染対策担当者を決めておくことが必

要である。感染対策委員会は、利用者の状況な

ど事業所の状況に応じ、おおむね６月に１回以

上、定期的に開催するとともに、感染症が流行

する時期等を勘案して必要に応じ随時開催す

る必要がある。 

感染対策委員会は、テレビ電話装置等を活用

して行うことができるものとする。この際、個

人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関

係事業者における個人情報の適切な取扱いの

ためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報シ

ステムの安全管理に関するガイドライン」等を

遵守すること。 

なお、感染対策委員会は、他の会議体を設置

している場合、これと一体的に設置・運営する

こととして差し支えない。また、事業所に実施

が求められるものであるが、他のサービス事業

者との連携等により行うことも差し支えない。 

イ 感染症の予防及びまん延の防止のための指

針 

当該事業所における「感染症の予防及びまん

※第５０条≪経過措置≫ 

令和６年３月３１日までの間、 

「講じなければ」→「講ずるよう努めなければ」 
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延の防止のための指針」には、平常時の対策及

び発生時の対応を規定する。 

平常時の対策としては、事業所内の衛生管理

（環境の整備等）、ケアにかかる感染対策（手

洗い、標準的な予防策）等、発生時の対応とし

ては、発生状況の把握、感染拡大の防止、医療

機関や保健所、市における事業所関係課等の関

係機関との連携、行政等への報告等が想定され

る。また、発生時における事業所内の連絡体制

や上記の関係機関への連絡体制を整備し、明記

しておくことも必要である。 

なお、それぞれの項目の記載内容の例につい

ては、「介護現場における感染対策の手引き」

を参照されたい。 

ウ 感染症の予防及びまん延の防止のための研

修及び訓練 

指定通所サービス従業者に対する「感染症の

予防及びまん延の防止のための研修」の内容

は、感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普

及・啓発するとともに、当該事業所における指

針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケア

の励行を行うものとする。 

職員教育を組織的に浸透させていくために

は、当該事業所が定期的な教育（年１回以上）

を開催するとともに、新規採用時には感染対策

研修を実施することが望ましい。また、研修の

実施内容についても記録することが必要であ

る。 

なお、研修の実施は、厚生労働省「介護施設・

事業所の職員向け感染症対策力向上のための

研修教材」等を活用するなど、事業所内で行う

ものでも差し支えなく、当該事業所の実態に応

じ行うこと。 

また、平時から、実際に感染症が発生した場

合を想定し、発生時の対応について、訓練（シ

ミュレーション）を定期的（年１回以上）に行

うことが必要である。訓練においては、感染症

発生時において迅速に行動できるよう、発生時

の対応を定めた指針及び研修内容に基づき、事

業所内の役割分担の確認や、感染対策をした上

でのケアの演習などを実施するものとする。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問

わないものの、机上及び実地で実施するものを

適切に組み合わせながら実施することが適切

である。 

（地域との連携等） 

第５０条の２ 略 

２ 略 

３ 生きがい対応型通所サービス事業者は、生き

がい対応型通所サービス事業所の所在する建物

と同一の建物に居住する利用者に対して生きが

い対応型通所サービスを提供する場合には、当

(6)の２ 地域との連携等 

①・② 略 

③ 同条第３項は、生きがい対応型訪問サービスに

係る条例第３３条第２項と同趣旨であるため、第

３の３の（24）②を参照されたい。 
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該建物に居住する利用者以外の者に対しても生

きがい対応型通所サービスの提供を行うよう努

めなければならない。 

第５０条の３～第５３条 略 

 

 

 

(7)から(7)の３ 略 

（準用） 

第５４条 第７条から第１６条まで、第１８条、第

２１条、第２２条、第２６条の２、第２８条か

ら第３０条まで、第３１条、第３２条、第３４

条の２及び第３５条の規定は、生きがい対応型

通所サービスの事業について準用する。この場

合において、第７条第１項中「第２４条に規定

する重要事項」とあるのは「重要事項（第４６

条に規定する重要事項をいう。第２８条におい

て同じ。）」と、「訪問介護員等」とあるのは「生

きがい対応型通所サービス従業者」と、第２２

条、第２６条の２第２項、第２８条第１項及び

第３４条の２中「訪問介護員等」とあるのは「生

きがい対応型通所サービス従業者」と読み替え

るものとする。 

第５４条の２・第５４条の３ 略 

(8) 準用 

条例第５４条及び第５８条の規定により準用

される条例第７条から第１６条まで、条例第１８

条、条例第２１条、条例第２２条、条例第２６条

の２、条例第２８条から第３０条まで、条例第３

１条、条例第３２条、条例第３４条の２及び条例

第３５条の規定は、指定通所サービスの事業につ

いて適用されるものであるため、第３の３の(1)

から(7)まで、(9)、(11)から(13)、(20)及び(22)か

ら(26)までを参照されたい。 

 第６章 高齢者活動支援サービスの人員、設備

及び運営に関する基準 

第５５条から第５７条 略 

（準用） 

第５８条 第７条から第１６条まで、第１８条、

第２１条、第２２条、第２６条の２、第２８条

から第３０条まで、第３１条、第３２条、第３

４条の２、第３５条及び第４５条から第５３条

までの規定は、高齢者活動支援サービスの事業

について準用する。この場合において、第７条

第１項中「第２４条に規定する重要事項」とあ

るのは「重要事項（第４６条に規定する重要事

項をいう。第２８条において同じ。）」と、「訪問

介護員等」とあるのは「高齢者活動支援サービ

ス従業者」と、第２２条、第２６条の２第２項、

第２８条第１項及び第３４条の２中「訪問介護

員等」とあるのは「高齢者活動支援サービス従

業者」と読み替えるものとする。 

 第７章 略 

 

 第８章 雑則 

（電磁的記録等） 

第６３条 指定第１号事業者及び指定訪問サービ

ス等の提供に当たる者（次項において「事業者

等」という。）の提供に当たる者は、作成、保存

その他これらに類するもののうち、この条例の

規定において書面（書面、書類、文書、謄本、

抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人

の知覚によって認識することができる情報が記

載された紙その他の有体物をいう。以下この条

において同じ。）で行うことが規定されている又

は想定されるもの（第１０条第１項（第３６条

の３、第４１条、第５４条、第５４条の３及び

第５ 雑則 

１ 電磁的記録 

(1) 電磁的記録について 

条例第６３条は、指定訪問サービス事業者又は

指定通所サービス事業者及び指定訪問サービス

又は指定通所サービスの提供に当たる者等（以下

「事業者等」という。）の書面の保存等に係る負

担の軽減を図るため、事業者等は、旧基準省令及

び条例及び規則で規定する書面（被保険者証に関

するものを除く。）の作成、保存等を次に掲げる

電磁的記録により行うことができることとした

ものである。 

① 電磁的記録による作成は、事業者等の使用に
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第５８条において準用する場合を含む。）並びに

次項に規定するものを除く。）については、書面

に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的

方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認

識することができない方式で作られる記録であ

って、電子計算機による情報処理の用に供され

るものをいう。）により行うことができる。 

２ 事業者等は、交付、説明、同意、承諾その他

これらに類するもの（以下「交付等」という。）

のうち、この条例の規定において書面で行うこ

とが規定されている又は想定されるものについ

ては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面

に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁気的方

法その他人の知覚によって認識することができ

ない方法をいう。）によることができる。 

係る電子計算機に備えられたファイルに記録

する方法または磁気ディスク等をもって調製

する方法によること。 

② 電磁的記録による保存は、以下のいずれかの

方法によること。 

ア 作成された電磁的記録を事業者等の使用

に係る電子計算機に備えられたファイル又

は磁気ディスク等をもって調製するファイ

ルにより保存する方法 

イ 書面に記載されている事項をスキャナ等

により読み取ってできた電磁的記録を事業

者等の使用に係る電子計算機に備えられた

ファイル又は磁気ディスク等をもって調製

するファイルにより保存する方法 

③ その他、同条第１項において電磁的記録によ

り行うことができるとされているものは、①及

び②に準じた方法によること。 

④ また、電磁的記録により行う場合は、個人情

報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事

業者における個人情報の適切な取扱のための

ガイダンス」、厚生労働省「医療情報システム

の安全管理に関するガイドライン」等を遵守す

ること。 

(2) 電磁的方法について 

同条第２項は、利用者及びその家族等（以下「利

用者等」という。）の利便性向上並びに事業者等

の業務負担軽減等の観点から、事業者等は、書面

で行うことが規定されている又は想定される交

付等（交付、説明、同意、承諾、締結その他これ

に類するものをいう。）について、事前に利用者

等の承諾を得た上で、次に掲げる電磁的方法によ

ることができることとしたものである。 

① 電磁的方法による交付は、条例第７条第２項

から第６項までの規定に準じた方法によるこ

と。 

② 電磁的方法による同意は、例えば電子メール

により利用者等が同意の意思表示をした場合

等が考えられること。なお、「押印についての

Ｑ＆Ａ（令和２年６月１９日内閣府・法務省・

経済産業省）」を参考にすること。 

③ 電磁的方法による締結は、利用者等・事業者

等の間の契約関係を明確にする観点から、書面

における署名又は記名・押印に代えて、電子署

名を活用することが望ましいこと。なお、「押

印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月１９日内閣

府・法務省・経済産業省）」を参考にすること。 

④ その他、同条第２項において電磁的方法によ

ることができるとされているものは、①から③

までに準じた方法によること。ただし、条例、

規則及びこの要領の規定により電磁的方法の

定めがあるものについては、当該定めに従うこ

と。 
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⑤ また、電磁的方法による場合は、個人情報保

護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者

における個人情報の適切な取扱のためのガイ

ダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安

全管理に関するガイドライン」等を遵守するこ

と。 

 
 


